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■問い合わせ　生活安全課☎内線 474

　悪質商法の被害は、ちょっとした油断や迷いで巻
き込まれる危険性のあるトラブルです。自分には関
係ないと思わず、いつでもトラブルに対処できるよ
う手口を覚えておきましょう。

悪質商法に NO！

あなたをねらう、あんな手口、こんな手口  　　悪質商法の例

　突然知らない業者から「注文を受けている」と
言われて健康食品を送りつけられるトラブルが急
増しています。

【対策方法】
　一方的に商品を送るなどと言われても、身に覚
えがなければきっぱりと断りましょう。承諾して
いないのに商品を送りつけられたときは、代金支
払いの義務はなく、受け取る必要もありません。

　「絶対にもうかる」「高配当」「値上がり確実」
と利益ばかりを強調し、未公開株や社債、外国通
貨などの金融商品の購入を勧誘してきます。

【対策方法】
　高金利、高配当をうたう、もうけ話を安易に信
じてはいけません。出資の話で「絶対にもうかる」
「元本保証」という言葉を使うのは違法です。

　自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレス、
和服などの商品を強引に安価で買い取っていくと
いう「押し買い」の被害が急増しています。

【対策方法】
　売る気がなければきっぱりと断り、家に上げて
はいけません。買い取りを依頼する場合は一人で
応対せず、家族や近所の人に同席を頼みましょう。

　ウェブページを開いたり、「入場ボタン」など
を押したりしただけで有料コンテンツに入会させ
られたり、無料だと思って利用したサイトから思
わぬ高額の利用料を請求される不当請求です。

【対策方法】
　取引内容の確認や訂正の措置がなければ、支払
う必要はありません。請求画面に脅迫まがいの記
述があっても、無視しましょう。

ワンクリック詐欺　！送りつけ商法　 　！

利殖商法　 　　  ！訪問購入　 　　 ！

相談は、「消費生活相談窓口」へ
　おかしいな、困ったなと思ったら一人で
悩まず、お気軽にご相談ください。

小浜市消費生活相談室☎ 53・1140 生活安全課
畑中 ＧＬ

　市民の皆さんから市の広報に対する意見を聞き、よ
り親しまれる広報紙にするため、アンケートを実施し
ました。結果の一部を紹介します。
　ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

　7 月 19 日に無作為に選んだ 20 歳以上の市
民 1,000 人に郵送。回答数は 388 人（男性
170 人、女性 215 人、無回答 3 人）でした。

広報アンケート結果

■問い合わせ 市民協働課☎内線 390

■ご意見の一部を紹介します

・市民の目線で内容をお願いします
・地域の文化やつながりを感じる地方紙としてあたた
　かい情報発信を楽しみにしています
・予算、決算、制度などは、読みづらいし、興味をひ
　くような感じがしない
・行政と関連することがあれば、ワンポイントアドバイ
　ス的な感じで、議員さんや市職員がコメントするなど
・広報に限らず最近カタカナ文字が多く分かりにくい

・今のままあまり軽くならない感じで良いと思う
・小浜の人にも小浜の良さをアピールする必要がある
　かもしれません
・地域の行事や情報をもっと載せたらいいと思います
・カレンダーを貼りたいと思っても一面になっていな
　いので、とても不便です
・ネットを利用していない者のために、今後も紙面、
　テレビなどの活用をお願いする

■広報おばまをどのように読んでいますか

ざっと目を通す
49％必要な記事

だけ読む 
27％

すべてを読む  
16％

ほとんど読まない
6％

無回答 1％ その他 1％

■広報おばまのレイアウトについてどう思いますか

ふつう
69％

見やすい  
16％

わからない 9％

見づらい 4％ 無回答 2％

■広報おばまに取り上げてほしい内容（複数回答可）

0 50 100 150 200 250

①健康・医療 206

⑤観光・スポット情報 82

④環境 83

③福祉 89

②地域のイベント 132

■今後、小浜市に力を入れてほしい広報手段

0 30 60 90 120 150

①広報おばま 127

⑤Ｔ V 29

④無回答 31

③新聞 36

②チャンネルＯ 84

小浜市の広報活動に関するアンケート

※全結果は市公式ホームページで公開しています


